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離島対策等支援事業の自治体への説明について 

 

１．離島対策支援事業 
 

１） 主要対象自治体（沖縄・鹿児島・長崎・東京・北海道の各地域） 

・８月中旬より、都道府県及び市町村の担当者に対して、離島対策支援事業要綱及びガイド

ライン（案）について説明を実施。 

・現在、各対象自治体において海上輸送パターンの決定といった具体的な検討を行っており、

今後１１月頃から年末にかけて、問題点・疑問点について相談を受ける調整会議を開催す

る予定。 

２）その他の対象自治体 

・１１月に全国３ブロック（東日本、近畿中四国、九州）にて離島対策支援事業についての説

明会を開催する予定。 
 

２．不法投棄対策等支援事業 
 

・１１月中に不法投棄対策等支援事業要綱についての説明会を開催し、資金出えんのため

の要件、諸手続き等を説明する予定。 

 

３．活動スケジュール 
 

区分 活動項目 H16/6 7 8 9 10 11 12 H17/1 2 3

自動車リサイクル法施行

離島対策等検討会  (◎)

及び

資金管理業務諮問委員会　(□)

　第３回

　 ◎

　　　　□

第４回

　◎

　　　　□

①資金出えん要綱の作成

②自治体向け説明会

　　　　　 主要対象自治体

　　　　　　その他の対象自治体

①業務要綱の作成

②自治体向け説明会

　　　☆

＊１　全国３ブロックで、説明会を開催

        １１/２０頃　  東日本（東京）

　　　 　　〃　　　　近畿中四国（岡山）

　　　　　　〃　　　　　九州（福岡）
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説明会開催　１１/２０頃

Ｈ17/1～本格施行

Ｈ17年度事業計画策定

要綱作成

要綱作成

離島対策調整会議主要対象自治体への説明会を開催

主要対象自治体以外への説明会　＊１

修正案作成
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